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木

に

記

さ

れ

た

暦

―

‐
石
樫

退
跡
出
土
旦
（注
暦
木
簡
を
め
ぐ
っ
下

―

は

じ

め

に

近
年
、
古
代
の
暦
の
実
物
が
発
掘
調
査
に
よ
り
数
多
く
出
土
す
る
よ
う
に
な

り
、
古
代
日
本
に
お
け
る
暦
の
利
用
実
態
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

出
土
暦
は
紙
本
の
形
態
を
と
る
も
の
と
、
木
簡
の
形
態
を
と
る
も
の
に
大
別
で

き
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
出
土
事
例
の
大
半
を
占
め
る
の
は
漆
紙
文
書
と
し
て
地

中
に
残
存
し
た
紙
本
の
暦
で
あ
り
、
暦
木
簡
の
出
土
例
は
日
本
で
は
数
例
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
事
例
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
暦
木
簡
の
形
態
や
様
式
は
、

紙
本
の
暦
と
比
較
し
て
ヴ
ア
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
素
材
の
特
性
に
起
因

す
る
形
態

。
様
式
の
多
様
性
は
、
木
簡
と
い
う
書
記
媒
体
の
持
つ
大
き
な
特
徴

の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
は
暦
木
簡
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

二
〇
〇
二
年
、
石
神
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
暦
木
簡
は
、
持
統
天
皇
三
年

企
ハ

八
九
）
の
具
注
暦
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
中
で
は
日
本

最
古
の
暦
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

（写
真
・
釈
文
は
巻
頭
図
版
二
参
昭
一
。
こ
の

具
注
暦
木
簡
の
発
見
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
具
注
暦
の
作
成
と
使
用
が
元
嘉

竹

内

一見

暦
単
用
の
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
木
簡
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
暦
学
的
観
点
を
中
心
と
し
た
研
究
が
今
後
も
推
し
進
め
ら
れ
て
ゆ
く

で
あ
ろ
う
（淀
、
木
簡
学
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
暦
木
簡
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

ま
た

一
つ
興
味
深
い
事
例
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
は
、
こ
の

石
神
遺
跡
出
土
具
注
暦
木
簡
の
観
察
結
果
に
も
と
づ
き
、
そ
の
作
成
目
的
と
機

能
に
つ
い
て
、
素
材
と
し
て
の
木
の
利
用
方
法
を
重
視
し
て
考
察
す
る
も
の
で

（２
）

あ

る

。
一　

具
注
暦
木
簡

の
現
状

１
　
出
土
遺
跡
と
遺
構

石
神
遺
跡
は
、
飛
蔦
寺
の
北
西
に
位
置
す
る
七
世
紀
の
宮
殿

・
官
衛
関
連
遺

跡
で
あ
（れ
。
遺
構
は
Ａ
ｉ
Ｃ

（斉
明
朝
―
持
統
朝
）
の
三
時
期
に
大
別
さ
れ
、
時

期
ご
と
に
性
格
の
異
な
る
施
設
群
が
展
開
す
る
こ
と
が
わ
か
つ
て
い
る
。
Ｂ
期

施
設
群
北
限
の
北
側
に
あ
た
る
位
置
で
行
な
わ
れ
た
第

一
五
次
調
査
で
は
、
Ｂ

Ｉ
Ｃ
期
の
溝
や
土
坑
か
ら
天
武

・
持
統
朝
期
の
木
簡
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、



当
該
時
期
に
お
け
る
官
司
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
暦
木
簡
は
Ｃ
期
以
降

の
時
期
に
属
す
る
溝
Ｓ
Ｄ
四
〇
九
五
か
ら
出
土
し
た
。
同
溝
か
ら
は
飛
鳥
Ｖ
に

分
類
さ
れ
る
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
藤
原
宮
期
後
半
頃
の
遺
構
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
遺
構
か
ら
は
具
注
暦
木
簡
以
外
に
も
複
数
の
木
簡
が
出

土
し
て
お
り
、
時
期
を
特
定
で
き
る
も
の
は
本
木
簡
の
他
に
は
見
出
さ
れ
な
い

も
の
の
、
他
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
木
簡
と
同
様
、
官
司
に
お
い
て
使
用
さ
れ

た
も
の
が
大
半
を
占
め
る
と
み
ら
れ
る
。

２
　
形
状

現
状
は
直
径
約

一
〇
仙
の
不
整
円
形
で
、
周
囲
は
刃
物
に
よ
る
削
り
落
と
し

に
よ
つ
て
整
形
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
中
心
に
直
径
約

一
・
三
鋭
の
穿
孔
が
施
さ

れ
て
い
る
。
表
裏
の
墨
書
は
周
囲
の
整
形
や
穿
孔
に
よ
つ
て
切
ら
れ
て
お
り
、

暦
木
簡
と
し
て
の
用
途
を
終
え
た
後
に
二
次
加
工
さ
れ
、
現
状
の
形
態
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
次
加
工
後
の
用
途
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、

出
土
環
境
か
ら
、
い
ず
れ
か
の
官
司
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
加
工

・
転
用
さ
れ
る
前
に
も
官
司
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
同

一
官
司
内
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
二
次
加
工
後

に
他
所
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

木
取
り
は
板
目
の
縦
材
で
、
厚
さ
は
約

一
。
四
伽
で
あ
る
。
な
お
、
具
注
暦

の
よ
う
な
多
行
に
わ
た
る
内
容
を
記
す
場
合
、
記
載
幅
を
広
く
確
保
す
る
の
に

有
利
な
横
材
木
簡
の
形
態
を
と
る
の
が
合
理
的
で
あ
り
、　
一
般
的
で
も
あ
（れ
。

こ
の
点
に
お
い
て
本
木
簡
の
木
取
り
は
特
異
で
あ
り
、
検
討
に
値
す
る
。

３
　
界
線

本
木
簡
に
は
、
刀
子
な
ど
の
刃
物
に
よ
つ
て
施
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
刻
線
が

確
認
で
き
る
。
木
肌
の
荒
れ
に
よ
っ
て
年
輪
の
方
向
に
割
れ
目
が
多
数
生
じ
て

お
り
、
こ
う
し
た
自
然
の
割
れ
目
と
縦
方
向
の
刻
線
と
の
判
別
は
困
難
を
伴
う

が
、
表
面
の
数
ヶ
所
に
、
年
輪
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
方
向
の
刻
線
が
縦
横
に

認
め
ら
れ
（純
。
縦
方
向
の
刻
線
は
、
ご
く

一
部
し
か
確
認
で
き
な
い
も
の
も
含

め
る
と
、
表
面
墨
書
の
ほ
ぼ
各
行
間
に
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
面
四
行
日

第
三
文
字
目
左
下
付
近
に
、
下
部
の
制
離
を
伴
う
横
方
向
の
刻
線
が
確
認
で
き

る
。
こ
の
刻
線
は
、
左
右
に
そ
の
延
長
と
み
ら
れ
る
刻
み
の
痕
跡
が
わ
ず
か
に

残
存
し
て
お
り
、
本
来
は
横
方
向
に
伸
び
る
刻
線
で
あ
つ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
こ
れ
ら
の
刻
線
は
、
縦
方
向
が
墨
書
の
行
間
、
横
方
向
が
段
間
を
区
切

る
位
置
に
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
界
線
と
判
断
さ
れ
る
。

な
お
、
裏
面
は
表
面
以
上
に
木
肌
の
荒
れ
が
進
行
し
て
い
る
た
め
、
刻
線
を

検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
記
載
様
式
は
表
裏
と
も

共
通
し
て
い
る
た
め
、
本
来
は
裏
面
に
も
縦
横
の
界
線
が
存
在
し
た
と
推
測
さ

れ
る
。
縦
界
線
は
表
面
各
行
間
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
表
裏
の
全

行
に
わ
た
つ
て
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

４
　
記
載
様
式
と
内
容

本
木
簡
の
記
載
様
式
は
表
裏
と
も
上
下
三
段
で
構
成
さ
れ
、
上
下
段
の
間
は

本
来
横
界
線
で
区
切
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
上
下
段
と
も
書
き
出
し
の
高

さ
は
不
揃
い
で

一
定
し
な
い
。
ま
た
、
各
行
間
の
縦
界
線
は

一
見
し
て
平
行
で



木に記された暦

は
な
い
。
特
に
表
面
五
行
目
右
側
の
縦
界
線
は
、
前
行
の
界
線
に
比
べ
て
時
計

回
転
方
向
に
約
二
度
ほ
ど
傾
い
て
お
り
、
五
行
日
の
墨
書
も
こ
の
界
線
の
角
度

に
従

っ
た
結
果
、
前
行
に
比
べ
て
や
や
傾
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
行
取
り
は

厳
密
に
は

一
様
で
な
い
が
、
字
幅
が
完
存
す
る
五
行
分
の
行
幅
は
表
裏
と
も
同

じ
く
約
六
伽
で
あ
り
、
全
体
的
に
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
極
端
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
平
均
す
る
と
、　
一
行
あ
た
り
約

一
。
二
釦
幅
と
な
る
。

墨
書
は
表
裏
と
も
同
筆
、
墨
色
は
比
較
的
鮮
明
で
あ
る
が
、
類
例
の
少
な
い

書
体
で
あ
り
、
読
み
づ
ら
い
部
分
も
多
い
。
上
段
の
記
載
は
規
則
的
で
、
六
十

干
支

・
十
二
直
を
順
に
従

っ
て
列
記
す
る
。
裏
面
五
行
日
の
干
支
上
部
に
墨
痕

が
あ
る
が
、
こ
れ
を

「日
」
字
の
残
画
と
す
れ
ば
、
人
世
紀
以
降
の
具
注
暦
同

様
、
千
支
の
上
に
日
付
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
納
音
五
行
の
記
載
は

み
ら
れ
な
い
。
下
段
の
記
載
は
、
「上
玄

（弦
こ

「望
」
な
ど
の
月
の
盈
虚
、

節
気
の
入
り

（入
節
）、
お
よ
び
暦
注
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
月
の
盈
虚
、

節
気

。
中
気
の
入
り
は
人
世
紀
以
降
の
具
注
暦
で
は
中
段
に
記
さ
れ
、
暦
注
を

記
す
下
段
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
本
例
で
は
こ
れ
ら
が
ま
と
め
て
下
段
に

記
さ
れ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
下
段
の
暦
注
に
は
、
人
世
紀
以
降
の
具
注
暦

に
は
類
例
の
な
い
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

一
一　
年
代
判
定
と
復
元

１
　
年
代
判
定

本
木
簡
を
復
元
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
こ
の
具
注
暦
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る

暦
日
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
必
要
な
手
が
か
り
が
表

裏
面
と
も
に
残

っ
て
い
る
。
表
面
で
は
上
弦
に
当
た
る
日
と
三
月
入
節
日
の
千

支
、
裏
面
で
は
望
に
当
た
る
日
と
往
亡
日
の
千
支
が
全
て
釈
読
で
き
る
状
態
で

残
存
し
て
お
り
、
表
裏
面
と
も
に
当
該
暦
月
の
朔
千
支
、
当
該
節
月
の
入
節
千

支
を
知
る
こ
と
が
で
き
（純
。
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
導
か
れ
る
年
代
と
し
て
、
表

裏
面
そ
れ
ぞ
れ
に
三
箇
年
ず
つ
の
候
補
が
あ
る
が
、
表
裏
が
同
筆
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
年
紀
も
表
裏
同

一
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す

の
は
持
統
天
皇
三
年
の
み
で
あ
る
た
め
、
本
具
注
暦
の
年
代
は
持
統
天
皇
三
年

全
ハ
八
九
）、
表
面
は
同
年
三
月
八
日
か
ら
十
四
日
、
裏
面
は
四
月
十
三
日
か
ら

十
九
日
ま
で
の
暦
日
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

２
　
記
載
内
容
の
復
元

本
木
簡
の
表
裏
に
記
さ
れ
た
暦
日
は
、
同
じ
年
の
三
月

。
四
月
と
い
う
隣
接

す
る
二
箇
月
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
木
簡
が
二
次
的
整
形
を
受
け
る
前
は
、

表
と
裏
の
暦
日
が
連
続
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
想
定
に
し
た
が
っ
て
、

ま
ず
表
面
は
三
月
末
、
裏
面
は
四
月
頭
に
向
か
っ
て
行
を
復
元
す
る
。
復
元
に

要
す
る
行
数
は
、
三
月
が
十
六
行

（十
五
日
―
対
日
）、
四
月
が
十
二
行

（
一
日
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木に記された暦

―
十
二
日
）
で
あ
り
、
そ
の
差
は
四
行
で
あ
る
。
次
に
表
面
を
三
月
末
に
、
裏

面
を
四
月
頭
に
向
か
っ
て
復
元
し
て
い
く
と
、
復
元
に
要
す
る
行
数
は
三
月
が

七
行

（
一
日
―
七
日
）、
四
月
が
十

一
行

（十
日
―
対
日
）
で
あ
り
、
や
は
り
差
は

四
行
で
あ
る
。
こ
の
四
行
の
差
は
、
月
名
や
月
の
大
小
な
ど
を
記
す
月
首
部
を

各
月
四
行
分
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
に
解
決
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

表
裏
両
面
と
も
月
首
部
か
ら
始
ま
り
、　
一
箇
月
の
暦
日
を
朔
か
ら
晦
日
ま
で
記

し
た
も
の
と
し
て
復
元
す
る
の
で
あ
る

（図
（
一９
））。
こ
の
よ
う
に
復
元
す
る
と
、

（
１０
〉

現
存
墨
書
の
表
裏
関
係
も
矛
盾
せ
ず
、
う
ま
く
現
状
と
合
致
す
る
。

な
お
、
こ
の
復
元
柔
に
も
と
づ
い
て
具
注
暦
木
簡
記
載
部
の
原
寸
を
復
元
す

る
と
、
平
均
行
幅
を

一
。
二
伽
と
し
て
、　
一
箇
月
分
の
記
載
幅
は
四
〇

・
人
ｃｍ

と
な
る
。
こ
の
数
値
は
、
現
存
す
る
奈
良
時
代
の
紙
本
具
注
暦
の
法
量
と
か
な

り
近
似
し
て
い
る
。
正
倉
院
所
蔵
の
天
平
二
十

一
年
具
注
暦
の
場
合
、
行
幅
が

（コ
）

一
・
三
―

一
・
五
帥
、　
一
箇
月
分
の
記
載
幅
は
約
三
人
帥
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
本
木
簡
は
紙
本
の
具
注
暦
を
原
本
と
し
て
お
り
、
原
本
の
法
量
を
意
識

し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

３
　
形
状
の
復
元

図

一
に
示
し
た
復
元
柔
は
、
あ
く
ま
で
暦
の
記
載
部
分
の
み
の
復
元
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
り
、
木
簡
そ
の
も
の
の
形
状
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に

別
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
本
木
簡
の
木
取
り
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
。

本
木
簡
の
木
取
り
は
板
目
の
縦
材
で
あ
る
。
縦
材
の
場
合
、
大
き
さ
は
幅
方

向
に
制
約
を
受
け
る
。
原
材
か
ら
切
り
出
し
可
能
な
幅
を
超
え
る
法
量
を
確
保

し
た
い
場
合
に
は
、
複
数
材
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、

本
木
簡
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
単
材

（
一
枚
板
）、
も
し
く
は
複
数
材
の
組
み
合

わ
せ
、
と
い
う
二
通
り
の
復
元
案
が
成
立
し
得
る
。

前
項
の
復
元
に
よ
り
、
本
木
簡
の
記
載
幅
は
約
四
〇
伽
強
と
想
定
さ
れ
る
の

で
、
も
し
単
材
を
用
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
幅
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ

で
上
下
端
面
の
年
輪
を
観
察
す
る
と
、
年
輪
は
表
面
左
端

令
三
月
十
四
日
丙

寅
」
の
位
置
）
を
最
内
、
裏
面
左
端

（「四
月
十
一
日
癸
卯
」
の
位
置
）
を
最
外
と

す
る
弧
を
描
い
て
い
る
。
現
存
す
る
最
外
年
輪
位
置
か
ら
本
来
の
記
載
最
外
部

令
四
月
廿
日
壬
子
」
の
位
置
）
ま
で
、
九
行
分
の
幅
に
当
た
る
部
分
が
失
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
欠
損
部
を
足
し
て
も
、
単
材
を
想
定
し
た
場
合
の
最
大
幅
内

に
収
ま
（卍
。
ま
た
ヽ
本
心
の
位
置
は
表
面
左
端
の
手
前
側
付
近

（習
一月
十
三
日

乙
丑
」
雪
一月
十
四
日
丙
寅
」
の
位
置
）
に
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
位
置
は
記
載
の
上

で
も
ほ
ぼ
中
央
に
相
当
す
る
。
よ
っ
て
、
本
木
簡
は
横
幅
四
〇
伽
以
上
の
単
材

を
用
い
、
材
の
中
心
と
記
載
上
の
中
央
行
を

一
致
さ
せ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

４
　
界
線
の
復
元

本
木
簡
の
様
式
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
刻
線
に
よ
る
界
線
の
存
在
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
型
の
木
簡
に
刻
線
で
界
線
を
施
し
た
例
と
し
て
、
石
川
県
加
茂

遺
跡
よ
り
出
土
し
た
嘉
承
二
年

（八
四
九
）
銘
の
木
札
が
あ
る
。
こ
の
本
札
は
、

刻
線
に
よ
る
縦
界
線
が
表
面
全
体
に
わ
た
っ
て
に
引
か
れ
て
い
る
。
木
札
の
法



量
は
縦
約

一
尺
、
横
約
二
尺
で
、
当
時
の
文
書
料
紙
の
大
き
さ
と
ほ
ぼ
等
し
く
、

ま
た
記
載
内
容
も
公
文
書
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

原
本
で
あ
る
紙
文
書
の
体
裁
を
変
え
る
こ
と
な
く
木
に
転
写
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
木
札
は
、
行
頭
で
は
界
線
を
意
識
し
た
行
取
り
が
見
ら
れ

る
が
、
全
体
と
し
て
あ
ま
り
縦
界
線
に
と
ら
わ
れ
ず
に
記
さ
れ
て
お
り
、
行
末

で
は
文
字
と
界
線
が
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
縦

界
線
は
原
本
の
紙
文
書
に
も
と
も
と
引
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か

じ
め
定
ま
っ
た
行
数
の
文
章
を
決
め
ら
れ
た
幅
内
に
割
り
付
け
る
た
め
の
目
安

と
し
て
、
転
写
の
際
に
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
神
遺
跡

具
注
暦
木
簡
の
界
線
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
加
茂
遺
跡
木
札
と
同
様
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
紙
本
の
暦
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
想
定
が

い
っ
そ
う
確
か
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

本
木
簡
の
界
線
は
、
縦

・
横
の
二
方
向
に
引
か
れ
て
い
る
。
縦
界
線
に
つ
い

て
は
、
界
線
と
文
字
の
傾
き
が

一
致
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
文
字

割
付
の
基
準
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
角
度
に
多
少
の
ば
ら

つ
き
が
み
ら
れ
る
の
は
、
表
記
の
体
裁
を
整
え
る
よ
り
も
、
定
ま
つ
た
行
数
を

一
定
の
幅
内
へ
割
り
付
け
る
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。　
一
方
、
横
界

線
に
関
し
て
は
、
通
例
と
は
異
な
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
通
常
、
横
界
線
は
文

字
の
書
き
出
し
と
な
る
上
端
の
基
準
線
と
し
て
機
能
す
る
た
め
、
全
く
同

一
文

字
数
の
行
が
並
ぶ
場
合
を
除
き
、
書
き
止
め
に
あ
た
る
下
端
の
高
さ
は
揃
わ
な

い
。
し
か
し
本
木
簡
の
場
合
は
、
特
に
表
面
に
つ
い
て
顕
著
だ
が
、
上
段
文
字

列
に
つ
い
て
は
上
端
よ
り
も
む
し
ろ
下
端

（十
二
直
）
を
段
間
の
横
界
線
に
合

わ
せ
て
揃
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
木
簡

に
関
し
て
は
、
書
き
出
し
を
揃
え
る
た
め
の
天
界
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
字
の
高
さ
を
揃
え
る
基
準
線
と
し
て
の

横
界
線
は
、
段
間
の
一
本
の
み
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一　
具
注
暦
木
簡

の
使
用
法

１
　
な
ぜ
縦
材
を
用
い
た
か

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
具
注
暦
の
よ
う
に
行
数
が
多
い
木
簡
で
は
、
木
目

と
直
交
す
る
方
向
に
墨
書
す
る
横
材
の
形
態
を
と
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
縦

挽
き
鋸
や
台
飽
が
ま
だ
存
在
し
な
い
時
代
の
製
材
技
術
で
は
、
縦
材
で
幅
広
の

板
を
確
保
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
え
て
幅
に
制
約
の
あ
る
縦
材

を
用
い
る
際
の
利
点
は
、
縦
方
向
の
長
さ
が
確
保
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述

の
と
お
り
、
本
木
簡
は
紙
本
の
具
注
暦
の
法
量
や
体
裁
を
意
識
し
て
書
写
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。
紙
本
の
具
注
暦
の
場
合
、
記
載
高
は
料
紙
高
に
制
約
さ
れ

る
た
め
、　
一
尺

（約
三
〇
Ｊ

以
内
に
収
ま
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
下
段
の
暦

注
部
を
長
め
に
見
積
も

っ
て
も
、
記
載
高
が

一
箇
月
分
の
記
載
幅

（約
四

〇
伽
）
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
し
た
が
つ
て
、
縦
材
を
用

い
た
目
的
と
は
、
記
載
高
の
確
保
よ
り
も
、
む
し
ろ
縦
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
長
さ
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



日
本
に
お
け
る
古
代
の
暦
木
簡
と
し
て
は
、
本
木
簡
の
他
に
三
例
の
出
土
が

知
ら
れ
て
い
る
。
静
岡
県
城
山
遺
跡
出
土
の
具
注
暦
木
簡
、
新
潟
県
発
久
遺
跡
、

お
よ
び
藤
原
宮
跡
出
上
の
月
朔
暦
木
簡

（月
ヂ」と
の
朔
日
干
支
を
列
記
し
た
簡
便

な
暦
。
図
二
参
昭
こ

で
あ
制
。
こ
れ
ら
の
暦
木
簡
は
そ
れ
ぞ
れ
機
能
や
様
式
を

異
に
す
る
が
、
原
形
を
復
元
す
る
と
全
て
二
尺
近
い
長
さ
を
有
す
る
長
大
木
簡

で
あ
る
、
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
。
料
紙
の
規
格
と
い
う
制
約
が
あ
る
紙
本
の

具
注
暦
と
異
な
り
、
木
簡
は
必
要
に
応
じ
て
い
か
な
る
大
き
さ
に
も
作
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
尺
と
い
う
長
さ
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
在

し
た
た
め
に
生
じ
た
値
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

古
代
に
お
い
て
暦
木
簡
の
使
用
さ
れ
た
環
境
は
、
中
央
と
地
方
と
を
問
わ
ず
、

官
司
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
官
司
に
は
頒
暦
の
制
度

に
も
と
づ
い
て
毎
年
巻
子
の
具
注
暦
が
頒
布
さ
れ
る
が
、
巻
子
の
ま
ま
の
具
注

暦
は

一
覧
性
に
乏
し
く
実
用
的
で
な
い
た
め
、
日
常
的
に
使
用
す
る
た
め
の
暦

木
簡
が
官
司
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
」
誕
。
同
時
に
多
数
の
官
人

が
作
業
を
行
な
う
官
司
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
暦
に
は
、
何
よ

り
も
見
や
す
さ
が
要
求
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
暦
木
簡
が
い
ず
れ
も
長
大
木
簡

図
三
　
藤
原
宮
東
面
外
濠
出
土
　
慶
雲
元
年

（七
〇
四
）
月
朔
暦
木
簡
復
元
図

で
あ
る
理
由
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
同
様
に
、
石
神
遺
跡
具
注
暦
木
簡
に

つ
い
て
も
、
視
認
性
の
向
上
が
要
求
さ
れ
た
た
め
に
、
縦
材
を
用
い
て
高
さ
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
本
木
簡
の
実
際
の
使
用
法
と
し
て
は
、

机
上
や
床
上
に
置
き
、
壁
に
立
て
掛
け
る
な
ど
し
て
掲
示
す
る
、
と
い
っ
た
使

い
方
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
見
や
す
く
す
る
た
め
に
高
さ
を
か
せ
ぐ
必
要

が
あ
つ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
ニ
ー
三
尺
程
度
の
長
さ
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　
余
白
と
追
記

前
章
で
、
本
木
簡
の
横
界
線
は
段
間
の
一
本
の
み
が
存
在
し
た
と
考
え
た
。

現
状
の
文
字
配
置
か
ら
考
え
て
、
天
界
や
木
簡
の
上
端
な
ど
の
書
き
出
し
の
基

準
線
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
書
き
出
し
の
高
さ
を
規
定
す
る
目
印
が
何
も
な

い
状
態
か
ら
、
上
段
の
書
き
止
め
基
準
線
で
あ
る
段
間
の
横
界
線
に
向
か
っ
て

文
字
を
記
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
結
果
、
上
段
の
上
部
に
は
何
も
書

か
れ
な
い
余
白
が
現
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本

木
簡
は
縦
材
木
簡
で
あ
る
た
め
、
記
載
高
の
三
倍
以
上
の
木
簡
長
が
あ
ら
か
じ

め
確
保
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
下
段
の
下
部
に
も
上
端
部
以
上
に

木に記された暦

正
月
小

一
日
丁
亥
土
収
　
一二
月
大

一
日
丙
戊
土
破

二
月
大

一
日
丙
辰
土
除
　
四
月
小

一
日
丙
辰
土
閉

六
月
小

一
日
乙
卯
水
成
　
八
月
大

一
日
甲
寅
水
執

九
月
小

一
日
甲
申
水
開
　
十

一
月
小

一
日
癸
未
木
危

十
月
大

一
日
癸
丑
木
満
　
十
二
月
大

一
日
壬
子
木
建
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広
い
余
白
が
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

具
注
暦
に
お
け
る
余
白
に
関
し
て
は
、
正
倉
院
所
蔵
の
天
平
十
八
年
具
注
暦

が
注
目
さ
触
肥
。
こ
の
暦
に
は
、
料
紙
の
下
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
程
度
が

余
白
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
余
白
部
分
に
は
、
正
倉
院
に
残
る
三
点
の
具
注

暦
の
中
で
唯

一
、
日
記
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
日
記
の
記
述
や
二
次
文
書
の

内
容
か
ら
、
こ
の
日
記
の
記
主
は
金
光
明
寺
写
経
所
の
下
部
機
関
に
属
す
る
官

人
と
み
ら
れ
て
お
り
、
暦
本
体
も
は
じ
め
か
ら
写
経
所
内
で
の
使
用
を
想
定
し

て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
余
白
は
書
き
込
み
を
想
定
し
て

書
写
の
段
階
か
ら
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
（理
。
本
木
簡
に
つ
い
て
も
、
あ
ら

か
じ
め
何
ら
か
の
追
記
を
想
定
し
て
余
白
が
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
こ
よ
み
」
の
語
源
は

「恥
評
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
日
が
暦

の
上
で
何
日
に
あ
た
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
暦
を
利
用
す
る
上
で
久
か
す
こ
と

が
出
来
な
い
。
秋
田
城
跡
出
土
品
や
秋
田
県
鷹
巣
町
で
か
つ
て
出
土
し
た
と
さ

れ
る
木
製
品
の
中
に
、
多
角
柱
の
各
面
に
六
十
干
支
を
順
に
列
記
し
、
千
支
に

対
応
す
る
多
数
の
孔
を
穿
っ
た
も
の
が
あ
（程
。
こ
の
木
製
品
は
、
孔
に
挿
し
こ

む
棒
状
の
目
印
を

一
日
の
経
過
ご
と
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
日
の
干

支
を
示
す
た
め
の
道
具
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
道
具
を
暦
と
併
用
す

れ
ば
、
当
日
の
干
支
を
暦
と
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
道
具
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、　
一
日
が
経
つ
ご
と
に
暦
自
体
に
目
印
を
付

け
て
い
け
ば
、
暦
単
体
で
当
日
の
干
支
を
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
く
ま

で
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
木
簡
の
上
下
に
想
定
さ
れ
る
余
白
の
用
途
と
し
て
、

日
の
経
過
を
示
す
目
印
を
記
入
す
る
た
め
の
空
白
、
と
い
う
柔
を
提
示
し
て
お

き
た
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
目
印
以
外
に
も
、
正
倉
院
天
平
十
八
年
暦
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
余
白
を
用
い
て
そ
の
日
の
出
来
事
を
書
き
記
し
た
可
能
性
も
あ

る
。
『職
員
令
』
に
は
内
記
の
職
掌
と
し
て

「御
所
記
録
事
」
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
各
官
司
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
伴
う
日
次
記
が
作
成
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ち
れ
て
い
る
。
本
木
簡
が
官
司
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
想
定
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

３
　
再
利
用
の
痕
跡

本
木
簡
は
同

一
年
の
三
月

。
四
月
の
暦
で
あ
る
が
、
本
来
具
注
暦
は

一
年
単

位
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
特
殊
な
事
情
で
こ
の
二
箇
月
分
の

暦
の
み
を
抜
き
書
き
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
同
年
の
一
月

・
二
月
、
あ
る
い
は

五
月
以
降
の
暦
が
木
簡
と
し
て
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
状
で
残

る
三
月

。
四
月
の
暦
の
他
に
、
上
方
あ
る
い
は
下
方
に
他
の
月
の
暦
が
記
さ
れ

て
い
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
確
か
に
、
暦
の
一
覧
性
を
高
め
る
た
め
、　
一
年

分
な
い
し
は
半
年
分
な
ど
、
ま
と
ま
つ
た
月
数
の
暦
を

一
枚
の
簡
に
記
す
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
縦
材
を
用
い
た
理
由
を
こ
こ
に
見

出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
本
木
簡
で
は
、
連
続
す
る
二
箇
月
が

ち
ょ
う
ど
表
裏
の
関
係
に
位
置
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
現
状
に

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
奇
数
月
を
表
面
、
偶
数
月
を
裏
面
に
交
互
に
記
す

と
い
っ
た
形
態
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
構
造
で
は
月
の
変
わ
り
目
ご
と
に
頻



木に記された暦

繁
に
裏
返
す
必
要
が
生
じ
、　
一
覧
性
は
大
き
く
損
な
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ

は
妥
当
な
復
元
案
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
他
の
月
の
暦
は
ど
の
よ
う
な
形
で
木
簡
に
記
さ
れ
た
の
か
。
本
木
簡

の
素
材
は
厚
さ

一
・
四
軸
の
板
材
で
あ
り
、
数
回
の
削
り
直
し
に
耐
え
ら
れ
る

強
度
を
も

つ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
最
も
可
能
性
が
高
い
の
は
、
二
箇
月
が
経
過

す
る
ご
と
に
表
裏
面
を
削
り
直
し
、
次
の
二
箇
月
の
暦
を
あ
ら
た
に
書
き
直
す
、

と
い
う
使
用
法
で
あ
ろ
う
。
現
状
で
は
、
削
り
残
し
と
認
め
ら
れ
る
墨
痕
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
実
に
つ
い
て
も
仮
説
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
い
が
、
削
り
直
し
再
利
用
の
痕
跡
と
み
ら
れ
る
要
素
が
全
く
無
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
界
線
の
残
存
状
況
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
木
簡
の
刻
界
線
は
き
わ
め
て
残
り
が
悪
く
、
表
面
の

一
部
に
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
の
み
で
、
裏
面
に
至
っ
て
は
全
く
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
間
に
腐
朽
が
進
行
し
た
た

め
で
あ
る
と

一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
墨
書
が
比
較
的
明
瞭
に
残

っ
て
い
る
の
に

比
べ
て
、
界
線
の
残
存
状
況
は
悪
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら

れ
る
の
が
、
木
簡
を
削
り
直
す
た
び
に
あ
ら
た
め
て
界
線
を
引
き
直
さ
な
か
っ

た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
本
木
簡
は
片
面
に

一
箇
月
ご
と
の
暦
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
が
、　
一
箇
月
の
日
数
は
小
月
で
二
十
九
日
、
大
月
で
三
十
日
で
あ

り
、
行
数
の
差
は

一
行
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
月
ご
と
の
体
裁
は

一
定
し

て
い
る
の
で
、　
一
度
界
線
を
刻
ん
で
お
け
ば
、
削
り
直
し
に
よ
つ
て
完
全
に
刻

線
が
消
滅
す
る
ま
で
は
、
界
線
と
し
て
繰
り
返
し
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
二
箇
月
ご
と
の
削
り
直
し
を
数
次
に
わ
た

つ
て
経
た
結
果
、

木
簡
廃
棄
の
時
点
で
は
既
に
界
線
が
浅
く
し
か
残
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
現
状

に
お
け
る
界
線
の
残
り
の
悪
さ
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。四

　
暦
制
度

の
開
始
に
つ
い
て

最
後
に
、
本
木
簡
が
使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
け
る
暦
制
度
に
つ
い
て
概

観
し
て
お
き
た
い
。

本
木
簡
の
年
代
で
あ
る
持
統
天
皇
三
年

全
ハ
八
九
）
当
時
、
日
本
で
は
元
嘉

暦
が
公
式
の
暦
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
『日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年

全
ハ
九
〇
）
十

一
月
甲
申
条
に
は

「奉
勅
、
始
行
一一元
嘉
暦
与
儀
鳳
暦
こ

と
あ

り
、　
一
見
元
嘉
暦
の
公
式
使
用
開
始
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
実
際
に

は
元
嘉
暦
が
す
で
に
長
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
に
到
っ
て
元
嘉
暦
に

加
え
て
儀
鳳
暦
を
併
用
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
」
誕
。

元
嘉
暦
は
百
済
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
来
し
た
。
欽
明
天
皇
十
五
年

（五
五

四
）
に
百
済
よ
り
暦
博
士
が
渡
来
、
推
古
天
皇
十
年

全
ハ
Ｑ

し

に
百
済
僧
観

勒
が
暦
本
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が

『日
本
書
紀
』
に
み
え
る
。
た
だ
し
、
日
本

の
朝
廷
が
公
式
の
暦
と
し
て
元
嘉
暦
を
採
用
し
た
年
次
は
正
確
に
は
不
明
で
あ

る
。
『政
事
要
略
』
巻
十
五

（御
暦
奏
）
に

「儒
伝
云
」
と
し
て
、
推
古
天
皇
十

二
年

全
ハ
〇
四
）
正
月
に
始
め
て
暦
日
を
用
い
た
旨
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い



る
が
、
「儒
伝
」
の
性
格
は
不
詳
で
あ
り
、
に
わ
か
に
は
信
用
し
が
た
い
。
全

国
的
に
暦
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
事
は
、
『書
紀
』
で
は
天

武
紀
頃
か
ら
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
公
式
の
暦
制
度
は
、
暦
法
の
伝
来
し
た
推

古
朝
か
ら
天
武
朝
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
開
始
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

天
智
天
皇
十
年

全
ハ
七
こ

正
月
に
渡
来
系
方
技
官
人
へ
の
叙
位
記
事
が
見
え

る
こ
と
、
斉
明
天
皇
六
年

全
ハ
六
〇
）
に
飛
薦
、
天
智
天
皇
十
年
に
は
近
江
大

津
宮
に
漏
刻
が
設
置
さ
れ
、
時
刻
制
度
の
運
用
が
斉
明
朝
に
は
始
ま
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば

（以
上

冨
日紀
し
、
時
刻
制
度
と
対
を
為
す
暦
制
度

の
運
用
開
始
年
代
も
斉
明
朝
か
ら
天
智
朝
に
か
け
て
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
『政
事
要
略
』
巻
十
五
に
は

「右
官
史
記
云
、
太
上
天
皇
持
壼
万

年
正
月
、
頒
二暦
諸
司
こ

と
見
え
る
。
こ
れ
を
即
位
元
年
、
す
な
わ
ち
持
統
天

皇
四
年

全
ハ九
〇
）
と
解
し
、
こ
の
年
に
諸
官
司
に
対
す
る
頒
暦
の
制
度
が
開

始
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
（腿
ヽ
六
人
九
年
の
本
木
簡
が
後
世
の
具
注
暦
と
共

通
す
る
体
裁
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
称
制
元
年

全
ハ
八

七
）
と
理
解
す
る
余
地
も
で
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

に

従
来
、
暦
が
木
簡
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
簡
が
紙
と
比
較
し
て

取
り
扱
い
が
容
易
な
書
記
媒
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
古
く
か
ら
行
な
わ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
き
（鰹
。
本
稿
で
は
こ
の
視
点
を
受

け
継
ぎ
、
書
記
媒
体
と
し
て
の
木
簡
の
特
性
に
重
き
を
置
い
て
考
察
を
行
な

っ

た
。
本
木
簡
の
背
景
に
は
、
木
と
い
う
素
材
の
も

つ
利
点
を
生
か
し
つ
つ
、
木

簡
を
多
様
に
用
い
る
文
化
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
紙
木
の
併
用
が
日
本
に
お

け
る
木
簡
使
用
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
よ
り
端
的
に
言

え
ば
、
紙
木
を
い
か
に
使

い
分
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
本
具
注
暦
木
簡
は
、
「木
に
記
す
」
こ
と
の
意
義
を
考
え

る
上
で
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
憶
説

に
終
始
し
た
が
、
こ
れ
を
も

つ
て
結
び
に
か
え
た
い
。

注
（
１
）

主
に
暦
学
的
観
点
か
ら
の
論
考
と
し
て
、
岡
田
芳
朗

「日
本
最
古
の
暦
―
そ
の

年
代
推
定
と
暦
注
解
釈
」
翁
し
に
か
』

一
六
三
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
出
土
暦
を
考
察
し
た
論
考
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
を

挙
げ
て
お
く
。
原
秀
三
郎

「静
岡
県
城
山
遺
跡
出
上
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
」

翁
木
簡
研
究
』
三
、　
一
九
人
一
年
）、
東
野
治
之

「具
注
暦
と
木
簡
」
３
日
本
古

代
木
簡
の
研
究
』
、　
一
九
八
三
年
）、
三
上
喜
孝

「古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
暦
―

そ
の
受
容
と
活
用
を
め
ぐ
っ
て
」
亀
日
本
歴
史
』
六
三
三
、
二
〇
〇
一
年
）、
細

井
浩
志

「奈
良
時
代
の
暦
に
関
す
る
覚
書
」
翁
朱
』
四
五
、
二
〇
〇
二
年
）。
い

ず
れ
も
石
神
遺
跡
具
注
暦
木
簡
出
土
以
前
の
論
考
で
あ
る
。

（
３
）

木
簡
出
土
遺
構
、
お
よ
び
出
土
木
簡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
『奈
良
文
化
財
研

究
所
紀
要
二
〇
〇
三
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
編

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
』

一
七

（共
に
二
〇
〇
三
年
）、
本
誌

一
九
―
二
九
貢
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
４
）

石
川
県
加
茂
遺
跡
出
上
の
木
札

（後
述
）
は
、
多
数
の
行
を
記
す
た
め
に
横
材



木に記された暦

を
用
い
た
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
中
世
以
降
の
木
札
で
も
同
様
で
あ

る

３
制
札

（別
刷
図
版
と

『国
史
大
事
典
』
第
八
巻
、　
一
九
人
七
年
）
。

（
５
）

自
然
の
割
れ
日
は
木
質
の
柔
ら
か
い
春
材
部

（成
長
の
速
い
部
分
）
の
み
に
生

じ
て
お
り
、
堅
い
秋
材
部

（成
長
の
遅
い
部
分
）
に
は
生
じ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
割
れ
日
と
年
輪
が
交
差
す
る
こ
と
は
な
く
、
年
輪
と
交
差
す
る
の
は
意
図
的

に
施
さ
れ
た
刻
線
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

（
６
）

こ
う
し
た
後
世
の
具
注
暦
に
み
ら
れ
な
い
暦
注
や
独
特
の
書
体
に
つ
い
て
、
百

済

・
新
羅
か
ら
の
暦
の
継
受
に
よ
る
影
響
や
、
半
島
系
渡
来
人
の
作
暦
へ
の
関
与

を
想
定
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る

（新
川
登
亀
男

「
ア
ジ
ア
の
中
の
新
発
見
具
注

暦
」
『し
に
か
』

一
六
三
、
二
〇
〇
三
年
）
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。

（
７
）

朔
日
干
支
は
上
弦

（暦
月
の
六
日
―
九
日
）

ｏ
望

（暦
月
の
十
四
日
―
十
六

日
）
か
ら
の
逆
算
で
範
囲
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
往
亡
日
は
節
月

に
よ
つ
て
入
節
か
ら
の
日
数
が
決
ま
っ
て
い
る
。
当
該
日
が
ど
の
節
月
に
あ
た
る

か
は
、
日
の
千
支
と
十
二
直
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
つ
て
一
意
的
に
決
定
す
る
の
で
、

往
亡
日
か
ら
の
逆
算
で
入
節
干
支
を
確
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
８
）

表
面
は
朔
千
支
が
癸
丑

・
甲
寅

・
乙
卯

・
丙
申
の
い
ず
れ
か
、
三
月
節
の
入
節

千
支
が
壬
戊
と
な
る
。
裏
面
は
朔
干
支
が
癸
未

・
甲
申

・
乙
酉
の
い
ず
れ
か
、
四

月
節
の
入
節
干
支
が
壬
辰
と
な
る
。
以
上
の
条
件
を
満
た
す
年
は
、
表
面
が
持
統

天
皇
三
年

（六
八
九
）、
延
徳
二
年

（
一
四
九
〇
）
、
文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
の

三
箇
年
、
裏
面
が
持
統
天
皇
三
年

（六
人
九
）
、
延
暦
十

一
年

（七
九
二
）、
慶
安

三
年

（
一
六
五
〇
）
の
三
箇
年
で
あ
る
。
年
代
判
定
に
は
、
内
田
正
男

『日
本
暦

日
原
典
』
（初
版

一
九
七
五
年
）
を
用
い
た
。

（
９
）

本
木
簡
の
暦
注
に
は
未
知
の
も
の
が
多
い
た
め
、
暦
注
部
分
の
完
全
な
復
元
は

不
可
能
で
あ
る
。
図

一
で
は
撰
日
の
判
明
し
て
い
る
暦
注
の
み
を
復
元
の
対
象
と

し
た
。
な
お
、
本
木
簡
に
み
ら
れ
る
暦
注
の
撰
日
に
つ
い
て
は
、
岡
田
芳
朗
氏
前

掲
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
１０
）

一
箇
月
を
複
数
段
に
分
け
て
組
ん
だ
り
、
月
末

・
月
頭
以
外
の
箇
所
で
表
裏
を

接
続
さ
せ
る
復
元
柔
な
ど
も
試
み
た
が
、
残
存
墨
書
の
表
裏
関
係
を
矛
盾
無
く
配

置
で
き
る
案
は
、
こ
の
他
に
見
い
だ
せ
な
い
。

（
Ｈ
）

正
集
第
八
巻
所
収

（
『大
日
本
古
文
書
』
三
巻
三
四
七
―
三
五
三
買
）。
法
量
は

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編

『正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
第

一
冊

（
一
九
八
八

年
）
に
よ
つ
た
。

（
‐２
）

本
木
簡
に
つ
い
て
は
年
輪
年
代
法
を
用
い
た
年
代
測
定
が
行
な
わ
れ
た
。
測
定

結
果
に
よ
れ
ば
、
本
木
簡
の
最
外
年
輪
年
代
は
西
暦
五
七
〇
年
、
残
存
す
る
年
輪

数
は
四
十
二
年
分
で
あ
る
。
辺
材
部

（白
太
）
は
残

っ
て
い
な
い
た
め
、
最
外
年

輪
年
代
は
伐
採
年
代
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
年
代
測
定
は
、
光
谷
拓
実
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
古
環
境
研
究
室
長
）
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
た
。
測
定
値
の
公
表
を
快
諾
い
た
だ
い
た
光
谷
氏
、
測
定
に
あ
た
っ
て

様
々
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
古
環
境
研
究
室
の
諸
氏
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝

の
意
を
表
す
る
。

（
・３
）

平
川
南
監
修

・
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編

『発
見
！
古
代
の
お
触
れ
書

き
』
０
一〇
〇

一
年
）、
本
誌
第
二
三
号
。

（
・４
）

年
代
は
神
亀
六
年

（七
二
九
）
①
法
量
は
五
人
○
×
五
二
×
五

（
ｍｍ
）
。
完
形
だ

が
、
表
裏
の
天
地
は
逆
。
表
面
に
歳
首
部
、
裏
面
に
正
月
十
八
日
―
十
日
の
暦
日

と
暦
注
を
記
す
。
浜
松
市
博
物
館
編

『城
山
遺
跡
調
査
報
告
書
』
盆

九
八

一
年
）
、

本
誌
第
二
号
。

（
‐５
）

年
代
は
延
暦
十
四
年

（七
九
五
）。
法
量
は

（
一
五
九
）
×
四
四
×
八

（
ｍｍ
）
。

上
端
を
欠
損
す
る
。
表
面
右
行
に
三
月
朔
、
左
行
に
六
月
朔
を
配
し
、
裏
面
は
右

行
の
み
に
九
月
朔
を
配
す
。
現
存
長
か
ら
復
元
さ
れ
る
原
長
は
四
五
―
五
〇
伽
程

度
。
笹
神
村
編

『笹
神
村
史
　
通
史
編
』
全
一〇
〇
四
年
）
、
本
誌
第

一
一
号
。
復

元
模
型
の
写
真
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編

『古
代
日
本
　
文
字
の
あ
る
風
景
』

（
二
〇
〇
二
年
）
に
掲
載
。

（
・６
）

年
代
は
慶
雲
元
年

（七
〇
四
）
。
図
二
に
復
元
案
を
掲
げ
た
。
図
中
の
白
抜
き

文
字
部
は
現
存
墨
書
を
示
す
。
法
量
は

（
一
七
〇
）
×

（七
）
×

一
（
ｍｍ
）
。
四



周
を
欠
損
す
る
。
現
存
長
か
ら
復
元
さ
れ
る
原
長
は
五
五
―
六
〇
∞
程
度
。
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
編

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
六

（
一
九

八

一
年
）
、
本
誌
第
三
号
。

（
・７
）

こ
の
他
、
正
倉
院
所
蔵
の
伎
楽
面
埋
木
に
転
用
さ
れ
た
具
注
暦
木
簡
が
存
在
す

る
と
さ
れ
て
い
た
が

（東
野
治
之

「具
注
暦
と
木
簡
」
、
前
掲
）
、
東
野
治
之

・
杉

本

一
樹
両
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
木
簡
で
は
な
く
、
面
の
裏
貼
り
に
用

い
ら
れ
た
紙
本
の
具
注
暦
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
・８
）

東
野
治
之

「具
注
暦
と
木
簡
」
（前
掲
）

（
・９
）

主
要
部
分
は
続
修
第
十
四
巻
所
収
。
正
集
第
八
巻
に
も
断
簡
が
収
め
ら
れ
る

翁
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
五
七
〇
―
五
七
四
頁
）。

（
２０
）

林
隆
朗

「正
倉
院
古
文
書
中
の
具
注
暦
」
（山
中
裕
編

『古
記
録
と
日
記
』
上
、

一
九
九
三
年
）

（
２．
）

岡
田
芳
朗

「奈
良
時
代
の
頒
暦
に
つ
い
て
」
（日
本
史
孜
究
会
編

『日
本
史
孜

究
』
、　
一
九
人

一
年
）

（
２２
）

秋
田
城
発
掘
調
査
事
務
所
編

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
二
』
全

九
九
二
年
）
、

三
上
喜
孝

「古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
暦
―
そ
の
受
容
と
活
用
を
め
ぐ
っ
て
」

（前
掲
）

（
２３
）

土
田
直
鎮

「古
代
史
料
論
―
記
録
」
令
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
五
、　
一
九
七

六
年
）

（
２４
）

元
嘉
暦
は
、
中
国
南
朝
の
何
承
天

（三
七
〇
―
四
四
三
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
、

宋
の
元
嘉
二
十
二
年

（四
四
五
）
に
初
め
て
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
百
済
で
も
公

式
暦
と
し
て
採
用
さ
れ
、
百
済
滅
亡

（六
六
三
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
。　
一
方
、
儀

鳳
暦
は
、
唐
の
麟
徳
三
年

（六
六
六
）
に
施
行
さ
れ
た
麟
徳
暦
の
こ
と
を
指
す
。

こ
れ
が
儀
鳳
暦
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
新
羅
に
お
い
て
こ
の
暦
が
施
行
さ
れ
た
の
が

唐
の
儀
鳳
年
間

（六
七
六
―
六
七
九
）
で
あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、
日
本
ヘ

の
伝
来
経
路
と
し
て
新
羅
経
由
が
想
定
さ
れ
て
い
る

（新
川
登
亀
男

「
ア
ジ
ア
の

中
の
新
発
見
具
注
暦
」
、
前
掲
）
。

（
２５
）

岡
田
芳
朗

「
日
本
に
お
け
る
暦
上
僣
と
権
力
」
ｑ
日
本
歴
史
』
六
三
三
、
二
〇

〇

一
年
）

（
２６
）

細
井
浩
志

「奈
良
時
代
の
暦
に
関
す
る
覚
書
」
（前
掲
）

（
２７
）

原
秀
三
郎

「静
岡
県
城
山
遺
跡
出
上
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
」
（前
掲
）

（
２８
）

原
秀
三
郎

「静
岡
県
城
山
遺
跡
出
上
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
」
、
東
野
治
之

「具
注
暦
と
木
簡
」
（共
に
前
掲
）

附
記
　
本
稿
は
二
〇
〇
三
年

一
二
月
七
日
に
木
簡
学
会
第
二
五
回
研
究
集
会
で
行
な
っ

た
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
過
程
お
よ
び
報
告
に
際
し
て
ご
意
見
を
賜
っ

た
多
く
の
方
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
哀
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。




